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令和６年６月 被害者支援団体との意見交換（個別通知の要望、情報共有）

令和６年７月 最高裁判所違憲判決

令和６年８月、9月 被害者支援団体との意見交換（個別通知の要望、情報共有）

令和６年10月
県で保管する都道府県優生保護審査会資料において、優生手術を「適」と
する記録のあった101人に対する個別通知に向けた調査に着手する方針
を表明

令和７年１月 被害者支援団体との意見交換（新制度に向けての取組共有）

令和７年１月
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の
支給等に関する法律 施行

令和７年２月

旧優生保護法被害大分弁護団へ個別通知に向けた所在確認の業務支援
を委託
委託内容：所在確認の法的助言、業務支援及び進捗管理
委託期間：令和７年２月19日～令和７年３月31日

これまでの経緯



所在確認の結果、本人生存の場合は国が示した留意点に沿って個別通知を実施。

本人死亡の場合は都道府県に委ねられており、

・遺族の先順位の確認

・個別通知方法の検討

・個々のケースに応じた個別通知の実施 等

県だけでは法的知識や経験不足により業務執行が困難であった。

                 個別通知に係る法的助言や業務支援を大分県弁護士会へ委託

適正かつ円滑に業務を遂行

現 状 と 課 題
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委託先 大分県弁護士会

委託金額 3,024,000円（国庫10/10）

委託契約期間 令和７年４月23日～令和８年３月31日

委託業務内容 大分県が保有する101人の記録に基づき、

・ 本人死亡の場合の遺族の調査、確認

･ 個々の補償金等支給対象者に対する通知方法の検討

（同一順位の遺族に対し、どのように通知するか等）

･ 個別通知の実施に関する支援、助言

･ 個別通知に関連する法的問合せの対応支援

                             ･ その他、県の相談対応に関する支援、助言 等

                 

個別通知支援業務の委託概要
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業 務 の 進 め 方

• 遺族関係説明図を作成

• 必要に応じて、関係機関の調査を実施
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調 査

検 討
• 個別通知の対象者を協議、選定

• 個別通知方法を検討

通 知
• 個別通知実施

→ 請求の意思が確認された場合は、サポート弁護士に繋げる
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